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令和６年 南部町はたちのつどい 

対象者及び保護者 様  

南 部 町 教 育 委 員 会 

 教育長  入月  一巳 

 

令和６年 南部町はたちのつどいの出欠席の確認及び 

名簿の作成について （お願い） 

 

向寒の候、貴殿におかれましては、ますますご健勝のことと拝察申し上げます。 

平素から、本町社会教育の振興につきましては格別なるご理解とご協力をいただき、厚

く御礼申し上げます。 

さて、現在教育委員会では、『令和６年 南部町はたちのつどい』（※令和５年成人式典

より名称変更しております。）を下記のとおり挙行するため、しおり（冊子）の作成等諸準

備を開始したところです。 

つきましては、お忙しい折、誠に恐縮に存じますが、式への出欠席につきまして、 

１２月１日（金）までに下記ＱＲコードから Google フォームへアクセスする形でご回

答いただきますようよろしくお願い申し上げます。質問内容は別紙のとおりです。この方

法による回答が難しい場合は、事務局へ連絡（電話、ＦＡＸ、メール）してください。    

また、式のご案内については、後日出席者に通知させていただきます。 

 

【令和６年 第２１回 南部町はたちのつどい】 

日 時  令和６年１月６日（土） 

         受  付 午前１０時～午前１０時３０分 

         式典説明（全体説明後に代表者説明を行います） 

午前１０時３０分～午前１１時００分 

         式  典 午前１１時００分～※（約１時間） 

              ※式典後に記念撮影を行ったあと終了となります。 

 

場 所  南部町文化ホール（南部町役場分庁舎２階） 

 

その他  マスク着用については個人の判断となります。 

分庁舎駐車場工事中の為、駐車場は台数に限りがありますので、なるべく 

乗り合わせてご来場いただきますようお願いいたします。 

またホール内座席にも限りがあります。保護者の皆様におかれましては 

大変申し訳ありませんが、ご了承頂けますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

〒 ４０９－２３９８  

山梨県南巨摩郡南部町内船４４７３－１ 

南部町教育委員会 生涯学習課 湯浅 

              TEL 0556-64-3115 

                         FAX 0556-64-3199 

syougai@town.nanbu.yamanashi.jp 



式典における代表者の選考について 
令和６年はたちのつどい式典の中で行う「青年の主張」１名・「記念品授与」１名（女

性）の代表者を、皆様から推薦していただきますが、自薦・他薦は問いません。 

皆様からのご推薦を取りまとめ、後日ご本人様に依頼をさせていただきます。ご協

力をよろしくお願いいたします。 
 

青年の主張：代表して壇上にて作文を発表していただきます。（       ）  

記念品授与：代表して壇上にて記念品を受け取っていただきます。（         ） 

令和６年 南部町はたちのつどいについて 
 

出 席 
（どちらかを○印で囲んでください） 

欠 席 

ふりがな 

氏  名         （旧姓      ）男・女 

 

保護者名 

 

通知・記念品送り先（〒    －       ） 

住所 

 

電話番号(携帯電話)   ‐  ‐   (   ‐  ‐   ) 

 
◇ 氏名には必ず「ふりがな」をつけてください。 

◇ 式典のしおりには、対象者氏名・地区名（中野、文京、富士見等）を掲載します。 

◇ 式典当日の日程及び式場の案内については、後日出席予定者に通知いたします。 

◇ 後日、出欠を問わず記念品等を郵送いたしますので、住所は正確に記入してくださ

い。（帰省先でも結構です。） 

◇ 記念写真以外に記念品はどのようなものがよいですか？ 例：ボールペン など 

（                              ） 
※都合上ご期待に沿えない場合があります。ご了承ください。 

◇ 記念品不要の場合は右の☐に✔を記入してください。  ☐記念品不要 

 

           

 

 

 
 

 

 
 

※ 期日までに提出がない場合は名簿への記載を行わず、 

当日も欠席扱いとさせていただきます。 
※ 書類の提出が難しい場合は、電話または FAX にてご連絡をお願いします。 

 

■上記個人情報の取り扱いについて 

提出された個人情報についてははたちのつどいに利用し、他への利用はいたしません。 

（別紙） 

１２月１日（金）必着 


